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議案
第19号

農村交流センターの指定管理者の指定…農村交流センターの管理を行う指定管
理者ならびに指定期間について議会の議決を求めるもの。指定管理者となる団
体は島区、指定期間は令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日まで。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第20号

青年館の指定管理者の指定…8 青年館の管理を行う指定管理者ならびに指定期
間について議会の議決を求めるもの。指定管理者となる団体は各区、指定期間
は令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日まで。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第21号

一般会計補正予算（第 8号）…法に基づき積み立てる財政調整基金積立金 
2 億 9,771 万 2 千円のほか、議案第 5 号の企業誘致推進基金に積み立てる 1 億円、
各事業にかかる所要見込額の変更などにより、歳入歳出予算の総額に 1 億 6,684
万 7 千円を追加し、補正後の予算額を 96 億 7,093 万 5 千円とするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第22号

学校給食センター事業特別会計補正予算（第3号）…蒸気配管更新工事が年度
内に実施困難となったことなどにより、歳入歳出予算の総額から 2,849 万 4 千
円を減額し、補正後の予算額を 1 億 9,977 万 7 千円とするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第23号

国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3号）…国保財政調整基金への積立
金 3,531 万 1 千円や事業にかかる所要見込み額の変更などにより、歳入歳出予
算の総額に 5,920 万 5 千円を追加し、補正後の予算額を 19 億 4,968 万 1 千円
とするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第24号

介護保険事業特別会計補正予算（第 3号）…高額介護サービス費 150 万円や高
額医療合算介護サービス費 50 万円、訪問型サービス委託料 7 万 2 千円など、事
業にかかる所要見込み額の変更により、歳入歳出予算の総額に 231 万 4 千円を
追加し、補正後の予算額を 18 億 4,498 万 6 千円とするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第25号

後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3号）…県後期高齢者医療広域連合への
市町村負担金額が確定したことにより、歳入歳出予算の総額に 1,662 万 4 千円 
を追加し、補正後の予算額を 2 億 7,089 万 1 千円とするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第26号

病院事業会計補正予算（第 4号）…県補助金の交付決定により、収益的収入に
1,231 万 2 千円を追加し、補正後の予算総額を 30 億 8,350 万 5 千円とするもの。
また、資本的収入についても県補助金の交付決定により 965 万 9 千円を追加し、
補正後の予算総額を 5 億 88 万 1 千円とするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第27号

水道事業会計補正予算（第 2号）…入札の執行に伴う事業費の確定により、収
益的収入から 68 万 2 千円を減額し、補正後の予算総額を 4 億 2,833 万 9 千円
とし、収益的支出から 136 万 4 千円を減額し、補正後の予算額を 3 億 4,726 万
9 千円とするもの。起債額の確定により、資本的収入から 6,594 万 9 千円を減
額し、補正後の予算総額を 4 億 1,667 万 9 千円とするとともに、入札の執行に
伴う事業費の確定により、資本的支出から 7,500 万円を減額し、補正後の予算
総額を 5 億 1,992 万 6 千円とするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第28号

令和 8年度一般会計予算…予算総額 86 億 8,366 万 5 千円（前年度比 1.9％減）
とするもの。主要事業は、地域活性化事業、病児保育・学童保育事業、観光振
興事業、公共交通事業、地方創生臨時交付金事業、子ども等医療扶助事業など。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第29号

令和 8年度学校給食センター事業特別会計予算…予算総額 2 億 1,118 万 5 千
円（前年度比 4.1％減）とするもの。修繕費や職員の異動による人件費などの
減額を見込むもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第30号

令和8年度国民健康保険事業特別会計予算…予算総額 18 億 7,210 万 8 千円（前
年度比 0.7％減）とするもの。療養給付費やシステム使用料などの減額を見込
むもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第31号

令和 8年度介護保険事業特別会計予算…予算総額 17 億 3,659 万 5 千円（前年
度比 0.7％増）とするもの。企画策定支援業務委託料や人件費などの増額を見
込むもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第32号

令和 8年度後期高齢者医療特別会計予算…予算総額 3 億 560 万 1 千円（前年
度比 21％増）とするもの。システム改修費や負担金などの増額を見込むもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第33号

令和 8年度病院事業会計予算…収益的収入および支出を 30 億 7,415 万 9 千円
（前年度比 2.3％増）とするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第34号

令和 8年度水道事業会計予算…収益的収入を 3 億 9,556 万 3 千円（前年度比
1.8％減）、収益的支出を 3 億 6,657 万 4 千円（前年度比 5.1％増）とするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第35号

令和 8年度農業集落排水事業会計予算…収益的収入および支出を 1 億 7,357 万
3 千円（前年度比 8.6％増）とするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

発議案
第 1 号

再発防止にかかる取組を求める決議…100 条調査特別委員会の調査報告書を受
け、町職員・町関係機関の職員に対して再発防止策を講じることを求めるもの。

発議者　石渡悦子議員ほか 5 名

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

同意
第 1 号

（追加
議案）

副町長の選任について…佐藤正樹氏の選任につき、議会の同意を求めるもの。 同意
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

賛成…○　反対…×　欠席…欠　退席…退
（議長は採決に加わりません）
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議案
第 1 号

職員の給与に関する条例及び任期付き職員の採用等に関する条例の一部を改正す
る条例の制定…県人事委員会勧告に基づき地域手当の支給率引上げを行うほか、
令和 8 年度における期末・勤勉手当について、6 月期および 12 月期分の支給割
合を平準化し、同じ支給率にする改正をするもの。また、令和 8 年度より新たに
防災官の職員採用を予定していることから、給与表に当該職名を加えるもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第 2 号

特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定…令和
8 年度における期末手当について、6 月期および 12 月期分の支給割合を平準
化し、同じ支給率にする改正をするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第 3 号

病院事業の管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定…
令和 8 年度における期末手当について、6 月期および 12 月期分の支給割合を
平準化し、同じ支給率にする改正をするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第 4 号

ふるさと創生基金条例を廃止する条例の制定…平成元年度からは、ふるさと創
生事業の財源として、令和 3 年度以降は、地方創生推進交付金事業の財源とし
て活用してきたが、当初の目的が達成されたことから条例を廃止するもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第 5 号

企業誘致推進基金条例の制定…飯笹・鷹ノ巣地区の複合エリア開発、圏央道多
古インターチェンジ隣接の喜多地区産業拠点への企業誘致を進めるにあたり、
町が相応の負担をする場合に備え、必要な財源を確保するため本条例を制定す
るもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第 6 号

企業誘致条例の一部を改正する条例の制定…平成 28 年度に創設した奨励金制
度の有効期限が令和 8 年 3 月 31 日に満了することから、期限を 10 年間延長
するため所要の改正をするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第 7 号

印鑑条例の一部を改正する条例の制定…電気通信事業法の改正に伴い、同法条
文を引用している印鑑条例において所要の改正をするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第 8 号

防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定…
法改正により無線局免許状のデジタル化が進められ、紙の免許状が電磁的記録
による免許状に移行することから所要の改正をするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第 9 号

火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定…香取広域市町村圏事務組合
の火災予防条例に林野火災に関する規定が新たに追加されたことに伴い、火入
れ許可の申請手続きや許可要件、実施者の義務などについて定めるもの。

可決
賛 12・否 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案
第10号

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を
改正する条例の制定…法改正および関係府令の施行に伴い、保育所などの職員
による虐待の通報義務の創設や、家庭的保育事業者などにおける乳幼児および
職員の健康診断基準の見直しに対応するため、所要の改正を行うもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第11号

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定…法改正に伴
い、令和 8 年度から「こども誰でも通園制度」が新たな給付制度として位置づ
けられることから、国の基準に基づき運営基準を定めるもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第12号

公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定…成田空港の更
なる機能強化に伴い、多古工業団地の水戸台第 2 公園内の鉄塔および東京電力
の高圧送電線が航空法の制限表面に一部抵触することから、これらの設備を地
下に埋設するため、公園地下の占用料に関する規定を新たに設けるための改正
を行うもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第13号

国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定…法改正により国民健康保険
税に「子ども・子育て支援納付金課税額」が追加されることに伴い、税率を新
たに定めるもの。また、財源確保のため既存の税率を引き上げるとともに、政
令改正に合わせた課税限度額の見直しや、子育て世帯の負担軽減に配慮した減
免規定を整備するなど、所要の改正をするもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第14号

介護保険条例の一部を改正する条例の制定…税制改正による給与所得控除の最
低保障額の引き上げに伴い、令和８年度に限り次の特例措置を設けるもの。①
住民税非課税者の増加により保険料収入が減少することから、税制改正前の控
除額で保険料を算定するための改正。②非課税になるように就労調整をしてい
る者の保険料増額が想定されることから、保険料の減免規定を設ける改正。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第15号

水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定…能登半島地震において指定事
業者の確保が困難となり断水が長期化したことを踏まえ、災害時の対応体制を
強化するため、給水装置工事の制限規定を見直すもの。主に災害時に他の水道
事業者等による施行を認める規定を新たに追加するもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第16号

農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制
定…災害時に緊急対応業者を確保できるよう、議案第 15 号と同様の改正をす
るもの。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第17号

共同利用施設の指定管理者の指定…11 共同利用施設の管理を行う指定管理者
ならびに指定期間について議会の議決を求めるもの。指定管理者となる団体は
各区、指定期間は令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日まで。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

議案
第18号

農村協同館の指定管理者の指定…3 農村共同館の管理を行う指定管理者ならび
に指定期間について議会の議決を求めるもの。指定管理者となる団体は各区、
指定期間は令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日まで。

可決
賛 12・否 0 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

7 2026.4.25 vol.120 多古町議会だより 62026.4.25 vol.120 多古町議会だより




